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令和元年度 第１回 南丹市健康づくり推進協議会議事録 

日時：令和元年６月１８日（火）                                     

午後２時～３時３０分 

                         場所：南丹市市役所４号庁舎２階会議室 

【出席者】船井医師会 木村茂委員 / 南丹市議会厚生常任委員会 平田聖治委員 / 京都府

口丹波歯科医師会 岡田英樹委員 / 道の駅連絡協議会 中井壯委員 / 南丹市

ＰＴＡ連絡協議会 榎本文貴委員 / 南丹市老人クラブ連合会 中澤義久委員 / 

     南丹市女性会 川勝久美子委員 / 南丹市体育協会 齋藤昌久委員 / 南丹市食

生活改善推進員協議会 谷幸委員 / Ｎａｎｔａｎ健歩会 山下秋則委員 / 健

康経営をしている事業者 二九精密機械工業（株）八木工場  小泉美保委員 / 南

丹市商工会 八木あけみ委員 / 包括協定大学代表 明治国際医療大学看護学部 佐

藤裕見子委員 / 京都府南丹保健所保健室 渡邊温美委員  

      

【欠席者】南丹市立小学校長会 船越委員/ 代理オブザーバー 南丹市社会福祉協議会 栗原包括

支援第 1課長 

【司 会】事務局 保健医療課長 

 

議事録―委員敬称略 

 

【事務局】令和元年度の第１回の南丹市健康づくり推進協議会ということで、ただいまから開催

をさせていただきたいと思います。 

 本日、委員の任期２年目ということでございますけれども、この４月から新たに委員を交代さ

れた団体様がございます。４団体ほどございますので、それぞれの委員のご紹介をさせていただ

きたいと思います。 

まず京都府の口丹波歯科医師会から岡田委員様。 

南丹市ＰＴＡ連絡協議会から榎本委員様。 

それから二九精密機械工業委員工場の方から小泉委員様。 

それから、本日欠席でございますけれども、南丹市の市立小学校長会の船越委員様です。以上４

名の方が新たに委員として加わっていただいたところでございます。 

本来なら、委嘱状の交付ということになりますけれども、時間の関係上それぞれお手元の方に

お配りをさせていただいています。ご確認いただければと思いますのでよろしくお願いしたいと

思います。 

 それでは開会にあたりまして、会長よりご挨拶をいただきます。よろしくお願いします。 

【会長】皆さんこんにちは。今回、今年度第１回の南丹市健康づくり推進協議会が始まりました。

長く続いておりますが、皆さんの活発なご意見を賜って、より良いものにしていきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。活発なご議論よろしくお願いします。以上です。 

【事務局】ありがとうございました。それではこの協議会の条例第６条によりまして、以降の議

事進行につきましては、会長が行うということになっております。会長の方に議事進行よろしく
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お願いします。 

【会長】それでは始めたいと思います。まず保健事業報告をお願いします。（資料Ｐ１～２説明） 

【会長】ありがとうございます。今の報告で何かご質問ある方、何かないでしょうか。健幸都市

プロジェクトで、軽トラ市でコラボしてはったのですけど、それはこの中に入ってないですか。 

【事務局】今年度についてはまだ実施していないのですけれども、去年夏場に実施したところ、

かなり暑くて、来ておられる方も大変だったので、もうちょっと涼しい時期にコラボできたらと

考えております。 

【会長】他にいかがでしょうか。 

【委員】すみません。食育月間の毎月１９日の啓発の取り組みと書いてあるのですけど、のぼり

ってどんなものですか？ 

【事務局】今日持ってこようと思ったのですけど… 

【委員】ああ、そうなのですか。また見せてもらったらいいですけど。 

【事務局】分かりました。 

【委員】年４回の朝ご飯の食育レシピの発行はまだされてなくて、いつかの時に全戸配布とかそ

んな思いでされるのですかね。 

【事務局】年４回のレシピというのは、春バージョン、夏バージョン、秋バージョン、冬バージ

ョンで、今は春バージョンをやっていまして、その分は今、健診にこられたお子さんの親御さん

のところに配ってもらっていますし、今後アンバサダー養成講座の時に配ったり、いろいろ考え

ております。今は春バージョンだけできているのですが、夏バージョンとか、秋バージョン、冬

バージョンと考えて、レシピを作っていきたいと思っています。春バージョンについては特に朝

ごはんに力を入れようかなと思って、気軽にできる朝ごはんのメニューを取り上げて実施してい

るところです。 

【会長】他にどうでしょうか。 

【委員】よろしいですか。すいません。お願いというか要望なのですけれども、母子保健事業で

1番目に乳幼児の健康診査事業ということで、健診の項目、それから対象者、受診者、それから

受診率という項目を上げて数字で示されていますよね。できましたら、成人の健診事業につきま

しても、こういう形で示していただけたら、特に僕が気にしているのは受診率のことなのですけ

ども、そのあたりで数字的に理解ができるのかなあと考えますので、スペース的なこともあろう

かと思いますけども、できましたらそういう形で示していただきたいというふうに思います。 

【会長】それはいいことだと思います。そんなふうに示してもらった方がいいかなと思います。

他にいかがでしょうか。 

【委員】すみません。食育のところなのですけれども、平成３０年度の栄養業務の食事診断とい

うのがどういった場面でされたのかと・・・。あと思っていた以上に野菜を摂られるなぁという

のが印象的なんですけども、どういった評価になるんですかね。 

【事務局】栄養士が今ちょうど健診の事後指導に出ておりますので、具体的な話を来たときにま

たお話をさせていただきますし、野菜の摂取量が３５７ｇということで大変良いことですけども、

かなり関心の高い方が来ていただいているような感じもしますし、そのあたりの話も事務局の方

が来ましたらさせていただきます。 
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【会長】他にいかがでしょうか。どうぞ。 

【委員】食育の取り組みの中で、１つ目の食生活改善推進委員さんの健幸インターバル研修とい

うのを取り組んでいますよね。その中でインターバルウォーキングをすることで、どう健康に対

しての意識が高まったとか、QOL がどう高まったか、そういったところでの調査表を作らせて

いただいたのですけれども、ただウォーキングは繰り返し行うことで、評価ができると思うんで

すけれども、そのあたりはどのように、継続して取り組める支援をした上でのその結果の評価だ

と思うんです。そのあたりはどのように考えておられるか知りたいです。 

【事務局】後でちょっとお話させていただこうと思っていたんですけれども、食生活改善推進委

員さんの総会の日に、第１回目のインターバルウォーキングの講座をさせていただきました。１

回だけではなかなか継続に繋がらないと思いますので、これを２回させてもらって、あとインタ

ーバルウォーキングの先生が後で行っていただける、学生のフィールドワークの方に参加してい

ただいて、継続に繋がったらいいなと思っています。それと評価の関係ですけども、先生の方に

もお世話になりまして、歩くことによって体力だけとは違って睡眠状況もよくなるのではないの

かと、健康に関する本人の思いとか、そういうものも変わってくるのではないかと、そのあたり

を調査するということで、アンケートを取らしていただきました。アンケートはあまり回収率が

良くないのです。会長さん。また申し訳ないです。何かの際にまた声をかけていただいて、アン

ケートを実施しながら継続に繋げていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

【委員】今おっしゃってもらったように、総会の時に初めてインターバル（ウォーキング）って

何のことやろうなって、実施させてもらったんですけど、人はいろんな人がいて、３人で毎日や

ろうって、それで今度９月に育成研修にまた来てもらってするというので、その５ヶ月くらい、

５月１０日だったんですけども、５ヶ月くらいでどれだけ効果があるかなと。そんなにすぐには

結果が出ないと思うのですが、中には一生懸命こうだという先生の説明と共に、あまり暑かった

ので大学のグランドに行くって言われたのですが、みんなそうなったらいけない。行く時間もか

かるしということで、わがままにホールの中でさせてもらったのですけども。私も慌てて帰った

ので、アンケートを出さんと持って帰ってきたわと思っていた。すみません。また９月のこの時

の機会の時によいお話ができたらいいなと思っています。 

【委員】運動習慣をつけることで、健康意識が高まるだけではなくて、特定健診を受けておられ

たら、それがきっと改善していくということも評価ができると思うのですね。となると、なるべ

く多くの人に参加をしていただくことで、すごく成果が見えてくるかなと思うのですね。そうい

うところで、またよろしくお願いします、というふうに考えております。 

【会長】ありがとうございます。後から話も出てくると思いますけども、健幸まちづくりという

ことで、いろんなところでコラボすることによって、意識が高まってくるとかあるいは健康状態

がよくなるっていうことを、データ的に示さないとあかんのかなと思っていますので、できるだ

けデータを取ってもらって発表してもらうという形に持っていけたらなと思います。他にいかが

でしょうか。 

【委員】すみません。１つ教えていただきたいのですけども、健幸都市プロジェクト、健幸アン

バサダー養成講座で、養成されたらどういうふうな形でこういう人たちを使っていこうと思って

おられるのか、聞かせていただければ大変助かります。 
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【事務局】後程、これについてご説明をさせていただきたいなと思っていましたので、その時で

よろしいでしょうか。 

【委員】結構です。 

【会長】他にいかがでしょうか。特にないようでしたら、次にいきたいと思います。 

次に健康づくり推進協議会活動報告及び今年度の計画ということでお願いいたします。（資料Ｐ

３～９説明） 

【会長】それでは①の１０年若返るインターバルウォーキングについてということで、委員の方

からよろしくお願いいたします。 

【委員】すみません。失礼いたします。お手元にあるＡ４の１枚の裏表の印刷したインターバル

ウォーキング定着推進プロジェクト。勝手に名前をつけたのですけど、事業計画２７ページ８ペ

ージをお開けください。目的につきましては、やはり運動習慣が身につかないようなことが言わ

れています。これはスポーツ振興法、昔ですけどもできて半世紀以上たっているのですけども、

なかなかスポーツ習慣者がいない、運動習慣者がいないというのは古くて新しい問題で未だに言

われています。（スポーツ習慣）つけることはいいのですけど、なかなかつかないというのが課

題になっていますので、そういったものをつける、なんとか運動をしてもらおうというところで、

いつでもどこでも経費がかからなくてもできるウォーキングを使って、またウォーキングは最近

の研究でただただ歩いているだけでは、１万歩歩こうが２万歩歩こうが３万歩歩こうが、体力と

か健康にはあまり関係ないよと、恩恵がないよと言われていますので、それで少しきついかなと

いうような運動を交えないから、体力も健康度も上がると。運動は癌とかいろんな生活習慣病に

効くというふうに今エビデンスも出ておりますので、そういったことが恩恵を被るだろうという

ことで、ウォーキングという形をとらしてもらいました。どうしてするかというと個人的なこと

なんですけど、学校の科目にフィールドワークといって学生が地域に入って活動しましょうとい

う科目があるので、どうしようかなといろいろ考えたのですけど、ちょうど健康づくり推進協議

委員さんもインターバルウォーキングとか、市民の運動習慣の獲得を目指してやってはるし、そ

れだったら学生もその中に入ってやったら、たぶん高齢の方も多いので、若い人と接したら高齢

者の方も元気をもらうだろうし、若者が上手く高齢者の方がその中に入って指導をしてもらえる

かなというようなすごく安直な考えで、すみませんね、組みました。期間的には学生は多いんで

すけど、９月の中旬くらいから５ヶ月くらいをと考えています。１つの講座はだいだい９０分か

ら１２０分くらい。実際にインターバルウォーキングはしてもらいたいということで、それの仕

方とかあるいはそれ以外にも、市民の方が運動を続けていけるような何らかのきっかけ、手段方

法は学生から発信できたらと思っています。その中には会長先生がおっしゃったように効果があ

らわれる、やったらこれだけ効果があるのだよというようなことも証明するというか、そういう

データも一緒に取れたらなと思っています。明治国際医療大学の委員も睡眠時間と運動というこ

とも研究課題にされていますし、また筋肉量をちょっと見たいな言う先生もいらっしゃいました

ので、その辺を総括してできればなと。単年度だけでなしに、これは長く続けていきたいなと思

っています。年間通じてずっとやっていければなぁと思います。その中でいろんなことが証明で

きたり、市民の運動習慣の獲得につなげていける。また健康度がアップして、医療費が下がって

いくというような方向が見えたらと思っています。実際には長野県の松本市で１５年くらい続い
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ていますので、証明されているのですけども、こちらでも同じような証明ができたらと思います。

今言ったことがだいたい１枚くらいに書かれて、文章にしたらこんなことなのですけども、でき

ればと思っています。いろいろアドバイスいただければと思います。 

【会長】ありがとうございます。今の委員のことについて何かご質問はいかがでしょうか。フィ

ールドワークに参加する学生は希望者なのですか。それとも、１年生のこのクラスとかなんでし

ょうか。 

【委員】１年生の必修科目になるのです。 

【会長】必修科目。 

【委員】僕はそういう話を聞いて１番最初に思うのは、１年生ですのでいろんな人がいますよね。

そこにお年寄りとか接する中で、心無い言葉を発する人がいる可能性があります。それで少なく

ともオリエンテーション、この言葉は使ってはだめですよとか、こういう態度で接してはだめで

すよとか、前もってのオリエンテーションは必ずしといてほしいな。せっかく来た人に運動の習

慣をつけてもらいたいのに、そのことで気分を悪くして何やとなっても困るので、例えば私がや

りたいとかいう人はそんなことはたぶん言わないと思うのですけど、必須やからやりたくない人

も参加する訳ですよ。だからそういう意味で最初のオリエンテーションは大事かなというふうに

思いますので。 

【委員】授業をやってからここに出してこうと思っていましたので、前もってオリエンテーショ

ンなりとかいろんなやり方とか、リハーサルとか話し合ったり、指導したりとかしてから、出そ

うと思っています。先生のおっしゃったことはよく気をつけさせていただきます。 

【会長】他にいかがでしょうか。 

【委員】老人クラブなのですけども、インターバルウォーキングというのは、老人クラブのそう

いう７０代８０代くらいの年代の人でも、ここで言ったらゆっくり歩きとか速歩きとかあります

けれども、老人クラブの各区の老人クラブで、歩こう会という形で結構たくさん取り組んではい

ますけれども、実態としてはゆっくり歩きでだらだら歩いて、いろいろおしゃべりしながら１㎞

２㎞程度のものなのですけど、歩こう会の中でこの歩き方について取り入れることは可能なので

すかね。 

【委員】可能だと思いますよ。みんなで集まって歩かはるときは、ゆっくり歩いてもらっていい

と思いますよ。それ以外にひとりひとりペースが違うので、また違うところで歩いていただいた

ら、していただいたらいいと思いますね。そこは臨機応変にそれぞれの生活に合うようにしてい

ただいたら。必ずこうしないといけないというものではございませんので。 

【委員】３ページの概念図がありますよね。健幸まちづくりのね。運動習慣づくりとか食育とか

地域づくりとか健康づくりとか。歩こう会は健康づくりだとしたら、運動習慣づくりとコラボす

る形となりますので、例えばその狭心症を抱えた人が速歩をしたときに、胸が痛くなったら困り

ますよね。その辺のところですね。例えば委員は体育協会ですので、そういうところに講師を派

遣してもらってこんなふうにするんですよと。病気を持った人は、あるいは主治医なり体育協会

の人なりに相談をして、どんなふうな歩き方をしたらいいのかとか、そんなことを聞くと。具体

的にですね。そんなふうにすれば、それこそこの概念図に添ったコラボができて、健康づくりに

一歩アップできるのかなというふうに。みなさんの業界の人、全てがそうなのですけど、今委員
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さん一所懸命やってくれてはりますので、お願いしますと言ったら日と時間を決めてもらって、

人を派遣してもらって話をしてもらう。あるいは実際やってもらうということは可能だと思いま

す。 

【会長】健歩会の。 

【委員】すみません。１６回全部ですか。参加しやはるのは。ちょっと分からないのですけど。

１回目２回目というので、終了になっています。これが１回２回したのを１６回されることです

か。ではなしに通しで１６回参加される方を募集していますか。 

【委員】自由です。長期化を決めていますけど、その最初と最後のそれ一貫の成果は測定はさせ

てもらおうと思っていますけども、必ずしも参加しないといけないいうふうには思っていません。

できるだけ参加してとは言いたいのですが、できなければそれでいいし。 

【委員】途中からの参加は。 

【委員】はい。それでもいいです。 

【委員】ただそれはプログラムがあって、１回目とは２回目とは違いますわね。プログラムが。 

【委員】違います。これは５ヶ月間の期間の一間でどれだけ成果があったっていうのを１回測り

たいというような、５ヶ月続けてどうやったといわれる証明かな、実証に最初と最後くらいは計

測させてもらいたいなと思っています。 

【委員】中に真ん中がある訳ですか。 

【委員】最初と最後があるのですけど、全部書いたらなかなか。朝作ったのですけどね。いや昨

日か。１０回から１６回程度と書きましたけど、具体的には何回するか今のところは決まってい

ません。 

【委員】ただカリキュラムの一貫ということで、授業の一貫やったら単位とかそんなんもあるか

なと思うのですけども。 

【委員】授業は別にします。こちらは行く時間を決めるだけで。授業としては他のところでしま

す。体験としてこのインターバルウォーキングのところに行って、実践をしてもらうというふう

に考えています。 

【委員】ということは道の駅がありますわね。そういうところに出前講座みたいに、というのは

ＯＫですか。 

【委員】ＯＫです。その方がありがたいです。 

【委員】何かのイベントがあってその中のひとつとして来ていただけますかという。 

【委員】大歓迎です。 

【委員】そうですか。 

【委員】ぜひお願いします。 

【委員】そうですか。有償無償とかあるのですけど。 

【委員】無償で。 

【委員】そういうコラボをやってもらって、１６回の内何回参加するかっていうのは、委員先生

の技量にかかってくる。 

【全体】笑い 

【委員】そんなこと言わないでください。 
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【委員】行きたいと思えるかどうか。行きたいと思ったら行きますよね。みんな。だから１回目、

どれだけ魅力的にやってもらえるのかというのは大事です。 

【委員】厳しい。 

【委員】もうひとつは今言われたみたいに、何かの催しの時に呼んでもらって話をしたり、やっ

てもらうのは自由にできると思います。それは健幸ポイントに入っているよね、当然。それをや

ることによって健幸ポイントが稼げますので、何かいい商品がもらえる可能性が。そういうこと

も宣伝してもらったらいいと思いますけどね。 

【委員】委員さん、是非ともお願いします。 

これ１６回どうしよう。学生がはけへんからどうしようかな。 

【委員】またイベントごとがあるので。 

【委員】是非ともお願いします。 

【会長】だからいろんな団体とコラボすることによって、健康づくりを推進するというのが考え

ですので、これがこうやからあかんの違うかなというのではなくて、とりあえず言ってみてもら

ったらいいかな。あかん言わはったら、僕はまた……。 

【委員】それはないと思います。 

【会長】他にいかがでしょうか。ＰＴＡの委員さんどうですか。今聞いておられて。 

【委員】初めて参加するので分からないですけど、あんまりこういうのはやっぱりおっしゃるよ

うに、なんか次行きたいとか楽しいとかないと、定着とか継続にはならないと。１回やってもう

つまらないし楽しくないしとなると続かないので。だから楽しいだとか、もう１回やりたいとい

うところを、何かこう、こういうのを見ると体を動かしたりとかありますけど、最後に話し合い

反省会みたいなのがあったりとか、みんなで話し合いながらやったりとかがあると年代問わず、

どっちかっていうと話を聞いていると年配の方向けの感じなのかなと見受けられるので、２０代

に対して３０代に対して４０代、世代ごとの健康というのはまた違うと思うんです。そういうの

もなんか。そういう人たちが分け隔てなくできるようにしてもらえたらいいなというのは思いま

す。 

【会長】一応ですね、ある程度歳を取ってくると居場所が減ってくるんですね。居場所を作ると

いう意味で、これはものすごく大きな役割を果たしてくれるのやろうと思っているんです。この

前「クローズアップ現代＋
プラス

」で脱おっさん化なんとかいうのがやっていたのですけど、あれを

見て僕、そこで話をしている人の著作を見てみて、すぐ取り寄せたんですよ。めっちゃ面白かっ

た。今日持ってきたんですけど。こんな本なのですけど、会社人生を後悔しない４０代からの仕

事術。僕は会社ではないですけど。僕が読んで、こんなふうにやっていきたいなというふうに思

ったんですよね。特に４、５０代ですので、年寄ばっかりではなくて、僕は年寄ですけど、僕も

自分の行動を変えていきたいなと思ったくらいの本なので、もし皆さんこれ読んでみはったらお

もしろいと思います。まわり回しますので。この中に居場所というのは出てきます。必ず出てき

ます。居場所作りは大事ですね。ちょっと回しますので、メモしてもらったら結構ですので。 

他にいかがでしょうか。特になければ次のタバコ対策お願いします。（（資料Ｐ１１～１５説明） 

【会長】今のところで何かご質問いかがでしょうか。南丹市の自動販売機とかは。 

【事務局】自動販売機については早くに撤去をしております。 
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【会長】無くした。 

【事務局】タバコについては、来月から。今も屋内禁煙ではあるのですけども、禁煙場所も設け

ております。７月からについても、全くの敷地内禁煙にはできないのですけれども、受動喫煙が

防止できる形での法律に従ってしていくという形での対策をとって参ります。 

【会長】オリンピックに向けて厳しくなるので、それを言う方も厳しくしてもらうというのが大

事だろうと思います。 

【会長】あとは協力機関、実施施設なのですけど、これも１００％に持っていくという意味では％

を出した方が、一応挙げられている施設を集めてもらって、そこから何％くらい達成されている

かというのを出してもらうと、割と分かりやすいかなと。１年で数件というのももうひとつやろ

うしね。増えてるのが。もう来年ですもんね。 

 他に意見はないでしょうか。 

【委員】ちょっといいですか。今おっしゃった７月から法改正があるけど、ここに書いてありま

すけど、行政機関等敷地内禁煙やけど、ただし書きがある。一部。今役所の中に２ヶ所くらい設

けてありますよね、敷地内で。それは撤去されないということになるのかな。 

【事務局】今、行政の中にも安全衛生委員会とかがございまして、そこでしっかり協議をして、

保健医療課としては、受動喫煙防止を全面に出していきたいということで、敷地内は禁煙をする

と指導する立場ですので、していかないとあかんのですということは強く言っています。安全衛

生委員会の中でどういう形で進められるか分かりませんけれど、一応敷地内禁煙をまずしてくだ

さいという強い意志を持って説明はしておるので。 

【会長】鶴の一声では決まらない？例えば市長がやめろと言ったら、やめられる。要するに排煙

設備とか作るとなるとそれはそれで。 

【事務局】原則的にはそういう見えない、人があまり通らないところで、隔離とは言わないけれ

ども、すると喫煙場所ですよとちゃんと示してあればいいと書いてあるのですけども。ただそこ

は行政機関がそれをすると、あまりいいことではないなと。行政機関は敷地内禁煙はしましょう

ねっていうことでは言っているんですけどなかなか難しいところ。 

【委員】安全衛生委員会では何か、どういう理由で。 

【事務局】まだこれからなので。そういうふうに方向性を出していますけども、安全衛生委員会

の方で話をどうされるかはちょっとまだ。 

【委員】もっと強く言ったらいいのでは。 

【事務局】弱いところ。 

【委員】ありがとうございました。 

【会長】他にいかがでしょうか。 

【委員】すみません、道の駅なのですけども、今言われたようなことっていうのは道の駅もなっ

てくるのですかね。隠れた所を作らないといけない。 

【事務局】そうですね。 

【委員】そうですか。 

【会長】何か印象としたらトイレのような、そんな隠すような。逆に目立つところにあったらみ

んな吸いに行けないのとちがうかな。何か隠すように隠すようにみたいな感じですよね。もうひ
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とつやね、それ。 

【事務局】こういう形にしといたらいいですよって向こうは言うんですけど、それは結局一緒な

ん違う？っていう。喫煙する場所を作っているのと一緒なので、敷地内禁煙にはならないのかな

って思うのですが、そこには法律上必ずそこに。逃げられる場所を作ってところもあるので。 

【会長】健幸都市宣言をしている訳やから、そこのところと合わすというよりかは一歩先に出な

いといけないのと違うか。 

【事務局】その辺は強く思っているところなのですけども。 

【会長】女性会の委員さん、どうですか。 

【委員】そうやね、難しいところやね。 

 結局、隠さないとか関係なしに、煙草を吸ったら煙が出るというか害が出るのやから、やっぱ

りみんなが大っぴらに通らはる所でするというのも大事やから、場所を隔離して隠れた所という

かそういう所でするというのも、一理あるかなと思うのですけど。 

【会長】隠すの？ 

【委員】隠すというか、場所を人があまり通らない所にするっていうのも一理あるかなって思い

ます。人が大勢集まっている所で、そういう場所を作ると人に与える影響が多くなるでしょう、

と思うけど。吸わないようにしてぴしっとやらはるのが、１番いいのやけど。でも私思うのです

が、宣伝とかタバコは南丹市で買いましょうとか、まだ今だに言うてはりますやろう。あれがち

ょっと。本当に南丹市が本気で煙草を吸わないということをしやはるのやったら、あの広告はだ

めやと。 

【会長】こういうことですよ。 

【委員】税金ででっかいのが入ってくる。 

【委員】入ってきます。 

【事務局】タバコ吸ってはる方にとってはそれはどうやって言わはるのですけど。健康被害って

いうのがタバコには出るので、その点で考えたらやはりタバコは吸わない方がいいですねってい

うのはあると思うんですけどね。そこが吸っている側からすると、自分の健康だと言われたら何

も言えないのですけど、健康被害があるのは煙草はあるよっていうのを言いつつ、広げていかな

いと少しずつですけどやっていかなあかんのかなと思うのと、行政の施設にとっては少しずつで

もそういう形は、どっちにしても行政は敷地内禁煙というのが原則出てきているので、それは進

めていかないとと思います。 

【会長】委員先生、最後に。 

【委員】女性会の委員さんが言わはったとおりに、タバコは南丹市ってどうかと思います。その

タバコの税収ってどうなのですか。大きいのですか。 

【事務局】以前よりは少なく、昔、税もやっとたんですけど、こちらに収入があってタバコを購

入してもらったということで、どんとタバコの消費税をいただいている時もあったのですけど、

今はもうだいぶ減ってきていると違うのかなと思うんですけどね。 

【委員】ふるさと納税でもうちょっと頑張った方が。 

【会長】ありがとうございます。それでは次に「生きる力を育む弁当の日」お願いします。 

（資料Ｐ１６～２２説明） 
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【会長】ありがとうございます。 

【委員】すみません。ちょっと所要で失礼します。 

【会長】お疲れさまです。 

【会長】今発表していただいたのですが、どうでしょうか。皆さん何かご質問のある方。あ、ど

うぞ。 

【委員】もし把握しておられたら聞かせてほしいのですけども、令和元年度の計画のところで八

木東小学校のところで、これまで野菜作りについてその校区内の老人クラブの会長に協力要請を

４月の総会を開いた際に、八木東小学校から担当の先生が来ていただいて、協力の要請を先生の

方からいただいていたんですけども、今年はそれがなかったんですね。野菜作りは今まで老人ク

ラブでそれなり協力はしてきたんですけども、それはやめられたのかなと思っていましたら、こ

こで協力者に支援いただきという、そういうところが今年もまた計画の中にはあるので、この協

力者というのは老人クラブではなしに、別途の個別の方々に対してのことなのか、これまでどお

り老人クラブのメンバーでお手伝いさせてもらうのか、そのへんのところをもし把握されていた

らお聞かせ願いたいんですけども。 

【事務局】八木東小学校の野菜作りなのですけども、去年までおっしゃっていただいたように、

老人クラブの方に総会の時に行かしていただいて、学校の方から老人会の方にお訪ねをしており

ました。しかし、先ほどもありましたように、学校の方も教員の先生の数が減りまして、学校自

身が畑を維持するということが難しくなってきました。それで返したいという意思も言われたん

ですけども、しそ作り、大根作りについては続けたいということで、その部分だけを続けられる

というか、できる範囲のことをできる形で続けていくという形で今年は実施されるということで、

老人会の方にもお世話になっていたんですけども、今年は単独でお頼みしてちょっと田んぼを鋤

いていただいて、しそを植えていただいてという形を取っておられますので、いろいろお世話に

なってありがとうございました。去年まで。野菜作りいうことで、草引きと水やりとかいろんな

ことで老人会の方にはお世話になりました。ありがとうございました。 

【会長】それはどうなん？老人クラブにはお世話にならなくてもよくなったの？ 

【事務局】そうです。前は夏野菜も作っておりまして、そういう時に野菜植えから水やりからい

ろいろ草引き等、いろいろ地域の方にも出てきていただいてお世話になってたのですけども、そ

れがちょっとなかなか畑の方も大変で。 

【会長】それやったら、ちゃんと老人クラブの人に今年はこういう事情でなかなかできませんと

いうことを、ちゃんと伝えないといけないのと違うか。これまでいっといて今年行かへなかった

ら、なんでやろうと思ってはる訳やから、それはおかしいのと違うの。 

【事務局】すみません。そのへんがちょっと。 

【委員】今年はやってこないなって。 

【会長】おかしいと思うで。学校に事情があるのであったら、学校に説明して納得してもらわな

いと、それはまずいのではないか？また次にお願いするときに、お願いをいけない。虫のいい話

やなみたいになるで。 

【事務局】すみません。大変それは申し訳なかったことでした。 

【会長】いやいや、事務局が謝らんでもいいのや。それは最初に言い出したのは八木東の校長先
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生やろう、これは。 

【委員】そんなに気を使ってもらわなくても……。 

【会長】いやいやお世話になったもん。 

【事務局】小学校ともそしたらお話をさせていただいて、また老人会の方には定期的にお伺いを

… 

【委員】事情が分かったのでよろしいですわ。 

【事務局】ありがとうございました。 

【会長】八木東はちょっとずつ惰性になってきているかなという気もして、やっぱりあの先生の、

香川県の竹下先生に何回かブースターをかけてもらうっていうか、また来てもらって、また安う

で来てもらって。事務局さんの顔で。学校の先生対象にでもいいから、なんかそういう何かをし

てもらった方がいいのと違うか。 

【委員】いえいえ、初めて今年から来させていただいているので、いろんな取り組みをされてい

るんだなぁということで聞かせていただいていたのですが、１点私共は企業として来させていた

だいているのですが、先程の計画の中に職場での弁当の日の取り組み予定というのがありました

けど、こちらについてはどのような形で計画されているのかなとお聞かせいただければと思いま

す。 

【事務局】職場での弁当の日、今うちの方でも何とかしていこうと思っているのです。それでお

弁当を持ってきてもらって、部とかそういう所で寄せ合って食べるというか、そういうことをす

ることによってまた、職場でのコミュニケーションも盛んになりますし、それについても、一度

したらどうかなということと、学校のお弁当の日っていうのは、保健医療課が頑張って進めてい

るのですけれども、南丹市の小学校でこういうことをしていることを、うちの部全員に知ってい

ただいたり、そういうことも大切ではないかということで、弁当を持ち寄りながらそういういろ

いろＤＶＤとか、そういうものを作っておりますので、そういうものを見たらどうかなっていう

話を、まだ煮え切ってはいないのですけど、考えています。 

【委員】これは南丹市に所属、ある事業所とかを対象にちょっとそういう形のＰＲをされていこ

うというような内容ということでなく？ 

【事務局】今後ということになるかと思いますけど、今、行政の方で弁当の日でないですけど、

自分らでお弁当を作ってきましょうねと、そういう日を作りましょうということで、ちょっと１

回やってみようかと。行政の中で。それがもう少し広がってくれば、少し職場とかこういった団

体の所に、輪が広がったらということで考えていければと思っています。今は行政の方で試して

みてはいませんが、月に１回とかやってみたらどうかという計画を上げているところです。 

【委員】ありがとうございました。 

【会長】二九さんの方は割といろんな、いい企業だなと思っていつも感心しているんやけれども、

こういう取り組みを強制ではなくて、こんなこといっぺんやってみませんかというような呼びか

けをしてもらって、何かしてもらったらもうちょっと他にも波及する可能性もあるのかなってい

うふうに…… 

【委員】さっきおっしゃられていた季節に合わせて年に４回のそういった資料とかレシピとか、

そういったものを希望する事業所なんかに配布いただいたりしたら、今のうちの方で会社の中で
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ネットを通じて社内向けに掲示するようなシステムを使っていますので、そういったところでい

ろんな情報を出したりしていますし、委員工場の方は南丹市に住んでいる従業員もたくさんおり

ますし、それ以外京都市内から来ている者もおりますけども、南丹市に限らず南丹市発信という

ような形でご協力できることがあれば、職場のコミュニケーションにもつながりますし、また言

っていただいたらと思います。お昼休みＮＨＫでよく、サラメシが非常に会社の中では人気です

ので、あのトレードして……。 

【事務局】恥ずかしい話なのですけど、発信ができるようになっているということで、私らも発

信をしていこうということで進めているのですけど、なかなか発信ができひんというとこらへん

もあるので。 

【委員】簡単に写真ポストしてね、インスタに上げて。そのような方法もひとつかなと思います。 

【事務局】そうですね。また。 

【委員】またご協力できることがあれば。 

【事務局】ありがとうございます。 

【会長】いい話を聞いたと思いますので、是非すぐに行動してください。 

 他にいかがでしょうか。あと、商工会の委員さん。すみません、何かないですか。 

【委員】限られた小学校で、前回も言いましたけども、やっぱり大規模校になると、なかなかこ

こまで取り組みができないとか、非常に残念だなというのは毎年毎年思うことなのです。大きく

なるにつれて、大学に行くときに家から出るとき、一応家で献立とか教えてはいるのですけども、

やっぱり出た後、作る機会というか作ろうとしないですよね。買ってくるのもうちの子はもうご

飯だけ食べといたら死なへんわと思って、ご飯ばっかり食べてたのですが、やっぱり体調不良が

でてきたりして、これはダメだというのは本人が気づいたのです。そこらへんも年代ごと、お母

さんであったりとか、またいろんな物を食べないといけないと思うので、そこらへんでうまいこ

と発信というか、なんかで発信ができたらいいなと思います。 

【会長】ありがとうございます。 

 先程のアンケートの結果なのですけど、子供が手伝いをしなくなったと。でも聞くことはして

くれるんやっていう本人が、親御さんもそうなのですけど、だいたいできるは増えているのです

よ。でも手伝いはしていない。できるからしないというふうな形になっているので、手伝い重要

性を分かってもらうためには、そこになにか子どもにアプローチするような取り組みっていうの

をやっていかないといけないと思うんですけど、南丹市としてはどういうことを考えておられま

すか。 

【事務局】 

 この結果については、重要なこととして受けとっております。それで第二小学校につきまして

は、初めのお弁当の日の取り組みのことについては、子どもとお母さんが一緒に話を聞く場がご

ざいます。それでやっぱりこういう結果を見ていただいて、これは子供がしっかりお弁当を作れ

るっていうことを、お母さんが認めているけれども、それを上手にお家で生かせていないという

所らへんは、やっぱりお話をしていきたいと思っております。子どもが上手にお弁当ができる、

お料理ができるというとこらへんも、すごく認めてはる訳やし、家でのお手伝いしやはることに

よって、親子の会話も増えますし、お母さんもやっぱり子供を認めるという習慣が増えてくると
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思います。そういうことで子供の自己肯定力も上がるので、そういうことを戦略的に保護者につ

いてもしていってください、っていうことをお伝えしていくことを今年はやっていこうと思って

おります。 

【会長】子どもを動かすにはどうしたらいいのか。学校の先生が教えたら、言ったら、学校の先

生も今モチベーションが下がっている。学校の先生が自分で子どもに言ってくれたら、もっと子

供にも響くかもしれんし、学校の先生も、これはやらなあかんかなって思ってくれるような気も

するんやけど、どうやろうね。子供を動かすには。どうですか、ＰＴＡの委員さん。 

【委員】個々の家庭差とか父親とか母親の考える差が家庭であるのでなんとも言えないのですけ

ど、やっぱり学校、家庭、地域、この３つが連携してじゃないと無理じゃないかと思います。ど

こかひとつに、じゃあ教師に任せようってなると負担というか、できないし、学校の先生で家で

地域、おじいちゃんおばあちゃん、そこの小学校の地域内でとか三者が一体になってやっていく

っていうのが１番子供を動かすなんか、どうなのでしょうかね。いつも尻叩いてばっかりなので。 

【会長】言ったはることはよく分かるのですが、じゃあ具体的にどうするの？ってなりますね。 

【委員】僕今年ＰＴＡになったのですけども、ＰＴＡで何かやっぱり、ＰＴＡっていうのは親の

ことなので、親がやって行かなきゃいけないのかなと思うので、ＰＴＡから親に対して何か指導

ではないですけど、こういうことをしたらどうだろうとか、ああいうことをしたらどうとか、と

いうことはやっていきたいなとは考えています。できれば子供の人生を子供達が自分達で決めて

いくことなので、そういうことに協力できたらと思うので。先生が言ったところで、そんなに動

くかなということはちょっと疑問に思います。 

【委員】いいですかね。すみません。 

 確かに前年度からもこのお弁当の日は、ＰＴＡっていうか親御さんにも連携したいなという思

いもあったし言っていたと思うんで、行政の方もこの辺を汲み入れてくれてはると思うんですけ

ども、確かに小学校５年６年、１年に１回のお弁当の日で食に対する家の事をものすごくすると

か、それは日日の今、家の方がおっしゃったようにそこの家庭の親御さんの考え方はあると思い

ますけど、それのきっかけとして、やっぱり子供達２０人居たら２０人が、お弁当の日にどうい

う気持ちで関わるかっていうへんのモチベーションを、それが大人が聞いていても、またそうか

なって思ってた子供の５年６年生くらいの子供達になれば、その時のその、あの時にああしたか

らご飯も炊けるようになるとか、いろんな子供のすごい成長っていうのはあると思うので、これ

は絶対大事だと思うんですけども、これを繋げるの、やっぱりさっき商工会の委員さんがおっし

ゃったように一人暮らしをするようになるとか、そのへんになったら自分自身にかかってきて初

めて食生活が大事やっていうのが分かると思うし、私たちの食会の中でも小学校でそういう活動

をしていて、またちょっとブランクがありますよね。中学校なんかも関わりたいけどなかなか関

われなくて、高校に関わって行かしてもらっているっていうのが報告していたと思うのですけど

も、やっぱり高校になったら次社会人になる人、１人暮らしするとかね。そんな時に料理を作っ

てしたらすごく間近に自分のあれにかかってくる。それで野菜を食べなあかんのかとかね。すご

くまたその年代年代で訴えるものが大きくなるので、食会の方もそのへんで続けていきたいなと

思います。 

【会長】ありがとうございます。もう時間が来てしまったんですけども、ちょっと短く次のその
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他の所、お願いします。 

【事務局】失礼します。健幸アンバサダー養成事業についてということで、報告させていただき

ます。お手元に配布したチラシをご覧ください。実施日は８月７日水曜日ということで、南丹市

の国際交流会館を会場として、午前午後の２回開催とさせていただいています。午前午後とも同

じ内容で開催します。健幸アンバサダーという言葉にはあまり馴染みがないと思いますけれども、

健康に関する正しい知識や、運動の方法を南丹市内の地域の人に広めていただく、健康づくりの

伝道師という意味です。この講座では希望者自身が健康で過ごしていただくための情報や運動の

方法を学んでいただき、その情報を身近にいる大切な人に広めていただく、という方法を学ぶこ

とができます。講師にはテレビなどにもご出演されています、筑波大学の久野譜也
く の し ん や

教授にお越し

いただくこととなっております。また今年度の受講者特典といたしまして、スマートフォンで使

用できる健康アプリをご利用いただきますと、歩数を登録したり毎日の食事内容の写真を撮って

保存したりすることでポイントがつきまして、利用者に還元できるシステムをもっております。

１００名の健幸アンバサダーの養成を去年度で目指しているところですけども、まだまだ応募人

数が少ない状況ですので、是非ともご協力いただきたいと思っています。本日チラシも数枚お持

ちしておりますので、ご希望の方はお持ち帰りいただいたらうれしいと思います。 

【事務局】是非たくさんアンバサダーのチラシを持ってきておりますので、団体さんに配ってい

ただいて、またご自身も参加していただきますようによろしくお願いします。 

【会長】ポイントつくの？なんたん健幸ポイント。 

【事務局】ポイントもつきますし、簡単にこのスマートフォンでアプリを取り入れていただいて、

それがまたアマゾンポイントの方に還元できます。 

【委員】質問。アプリを持ってないものはどうなるのですか。 

【事務局】スマートフォンでのみ利用できるということでして、アプリをまたダウンロードして

もらうのです。 

【委員】スマートフォン自身を使ってないもん。 

【事務局】お持ちでないとちょっと…… 

【会長】健幸ポイントを倍にしてあげたらいいねん。 

【委員】そうやろね。もう高齢者とかだったらスマートフォン持ってないもん。私もしてないけ

ど、結構いますやん。使わない人って。 

【委員】そうですよね。 

【事務局】スマフォ限定なんですけども。 

【会長】事務局さん。どうぞ。一言だけ。 

【事務局】健幸ポイントをお配りしますので、皆さん是非。南丹市在中の方と在勤の方も大丈夫

ですので、二九精密機械工業さんにも夫婦箸を提供いただいています。よろしくお願いします。 

【会長】オブザーバーの本多さんの代理の方、ちょっとだけ。 

【事務局】委員さん。 

【委員】失礼します。本来本多が出るところなのですけど、代理で出席させていただきました。

今日はいろいろとお話しをさせていただきました。ありがとうございました。居場所作りとか、

そんな話もちょっと出たかなと思うのですけども、介護予防とか社会参加とか、そういったこと



15 

 

を触れていこうと思うと、やっぱり食とか健康というのは大事やなということを感じたので、私

は包括支援センターにいるんですけど、高齢者の方にまたいろんな場面でお話をしていけたらい

いなと思いました。ありがとうございました。 

 

【会長】ありがとうございました。ちょっと時間がオーバーしてしまったんですけど。 

【委員】ちょっといいですか。 

【会長】はい。 

【委員】このアンバサダー、これこの前頂いたものが２８日募集締め切りやけど、もう無視して

いいんですか。 

【事務局】そうなのです。ちょっとまだ１００人にはだいぶ満たない状況ですので、延長させて

もらいますね。２８日に来ても可能なように作り直します。 

【委員】結構です。 

【会長】ありがとうございます。それでは。 

【事務局】ありがとうございました。非常に活発なご意見をいただきまして、時間をオーバーす

るようなことで非常にありがとうございます。ご意見をいただきましたし、これから課題もたく

さんあるかと思いますけども、皆さんのご意見をいただきまして、健康づくり推進協議会がます

ます、健康づくりのために推進していけるような委員会として進めていけるようによろしくお願

いしたいというふうに思います。どうもありがとうございました。 

副会長ご挨拶よろしくお願いいたします。 

【副会長】失礼いたします。この会議はいつも委員の皆さん方から本当に積極的なご意見をいた

だきまして、本当にうれしく思っております。南丹市が目指します、市民が生涯を通じて健康で

生き生きと暮らせる町南丹ということで、先程もありましたけども、南丹市の健幸まちづくりの

４つの柱を中心にということで取り組みがされているところでございますけども、こうした取り

組みがますます皆様の力によって、市民の皆様に浸透していきますように、よろしくお願いをし

たいと思います。本日は時間を超過しましたけれども、真剣に審議をいただきまして本当にあり

がとうございました。これで閉会とさせていただきます。お世話になりました。ありがとうござ

いました。 

【事務局】ありがとうございました。終了させていただきたいと思います。どうもありがとうご

ざいました。 

【事務局】すみません。一旦終わったんですけども、先程質問がありました。申し訳ない。それ

から先程、食事診断のことで出た結果について栄養士がいますので、またお答えさせてもらいま

すので、時間のある方だけ。 

【事務局】すみません。途中からの分ですみません。ちょっとご質問があった分で、２ページの

事業報告の中の栄養業務の関係でご質問があった件なのですけども、食事診断の内容でしたか、

どんな形の食事診断かっていうご質問があったかと思いますが、対象の方っていうのは、フード、

病態といいますか、食事の方でコレステロールが高かったり、血糖値が高かったり、対象であっ

たり、そういうような形の方でメニューの方をもう一度見直したらいいかなという対象の方を、

市民健診の後の結果報告会でありますとか、人間ドックでありますとか、そういうような形の後
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の方のメニューを対象としています。食事診断というのは２日間食べたものを朝、昼、晩、それ

から水以外のものを全て書いていただいて、それを栄養士がそういう診断ソフトがありますので、

全て入力をいたしまして、熱のカロリーをはじめとして、様々な栄養素摂取状況でありますとか、

体重に対してのカロリーなりどのくらいの栄養量で生活できるかっていうのを、病態も踏まえて

診断できるようなものになります。そういうようなソフトを持っていて、診断をしているような

ことになります。 

【委員】結構たくさんとってはるなと思うので、３５７ｇというのは。それは南丹市全体の野菜

摂取量の。どう評価をしたらいいのかな。 

【事務局】ここにはすごくこの数値を載せることで、南丹市が３５０ｇを摂っているかっていう

と、対象は本当に限られた方、市民健診の後の事後指導の方とかあるんですが、この分あくまで

平均であります。特徴的に感じていますのは、摂られる方は１日７００ｇ５００ｇを摂られてい

ますが、摂られていない方は１００ｇ満たない方というような格差がすごく生活の中でございま

す。なので、全ての方が３５０ｇというのはなかなか難しくて、やはり個人差が高いのかなとい

うところです。なので平均をするとこの数値にはなるのですけども、中を見ますと、めちゃくち

ゃ野菜をたくさん摂られている方、逆にものすごく少ない方という格差がございまして、その平

均をとると満たしているのですけども、今後といたしましてはやっぱりこうして食事をひとりず

つさしてもらう中で足りない方にはアプローチして、必要なことを伝えていかないといけないの

かなと思って、ちょっとここの部分にもそういう課題を踏まえてこういうようなところが少し目

について、意識していただけるようにこちらとこちらの残りの方を２種出していただいて。これ

は南丹市の食の課題っていうのが全てここにあるっていうところで、野菜摂取であったり、果物、

豆類、カリウム、とかどうしても少なくなるから、塩分が高く高血圧になるとか、もしくは朝ご

飯をしっかりというのはできていない。先程言っている野菜がやっぱり足りていない朝ご飯、単

品だけの朝ご飯。食べているといっても中身が充実していない朝ご飯っていうのが、南丹市の課

題。そこが野菜の摂取を踏まえての課題なのかなというところと、生活リズムで早寝早起き、歯

磨き習慣っていうのがあれば、健全な子供からの食生活が送れるのかな。これは年齢問わずの課

題です。すみませんでした。 

以上 


